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２０１９年（平成３１年）４月２３日 

特定重大事故等対処施設の完成期限超過に対して毅然とした措置を求める声明 

脱原発弁護団全国連絡会 

共同代表 河  合   弘  之 

 同   海  渡   雄  一 

 

  再稼動済みの原発を持つ関西電力、四国電力、九州電力の３社は、本年４月１

７日、新規制基準で設置が義務付けられた特定重大事故等対処施設（「特重施

設」）の完成が遅れ、これまで定めていた期限を約１～３年超過するとの見通し

を明らかにしたi。 

  特重施設は、福島原発事故を契機として平成２４年に改正された原子炉等規制

法が、テロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うこととし

たことを受けて、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムがあっても放

射性物質の大量放出を防ぐための施設として、新規制基準によって新たに設置が

義務付けられたものである（設置許可基準規則４２条）。 

平成２４年改正法には、新たな基準にも適合性を速やかに確保し、常に最新の

知見に基づいて最高水準の安全性を確保させるため、バックフィット制度が設け

られた。新規制基準の検討時点では、規制委員会にも、その時点で出来るだけの

ことはすべて実施しようという意思があったはずであるii。さらに、言うまでも

なく、テロリズムは電力会社の工事の完成など待ってはくれない。 

そうであるにもかかわらず、新規制基準の施行から５年間は特重施設について

の規定を適用しないという経過措置規定が設けられていたこと自体、安全性に欠

ける原発の稼動を認めたものとして遺憾であったが、その後、本体施設等の審査

が長期化していることを理由として工事認可日から５年に改められたことには、

規制委員会の職務放棄に等しいものとして、強い憤りを覚えたものである。 

  それが、こともあろうに前記電力３社は、この改正された猶予期間すら守るこ

とができないことを恥ずかしげもなく表明し、規制委員会に対して基準を見直す

よう圧力をかけている。これは、周辺住民のみならず、全国民に対する許しがた

い裏切り行為である。 
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福島原発事故は、耐震バックチェックにおいて当初定めていた３年という期限

を経過し長期にわたり基準不適合状態となった原発の運転を、なし崩し的に認め

ていたことによって発生したものである。今回も期限を超過した基準不適合状態

の原発の運転をなし崩し的に認めていては、法でバックフィットルールが定めら

れた趣旨に反することは明らかであり、近い将来に福島原発事故のような深刻な

事故を繰り返すことが危惧される。 

  前記電力３社が示している工事の遅れる理由は、当初の見込みが甘かったこと

を自白しているものに過ぎず、何の合理性も認められない。我々は、規制委員会

に対して、法でバックフィットルールが定められた趣旨に従い、定められた期限

までに特重施設を完成できない事業者に対しては、直ちに原子炉の運転を停止す

るよう、毅然とした措置を取ることを強く求める。 

以上 

i 主要原子力施設設置者 (北海道電力等９社、日本原電及び電源開発)「特重施設等の設置に

向けた 更なる安全向上の取組状況について」2019 年 4 月 17 日 

http://www.nsr.go.jp/data/000267846.pdf 
ii 第 13 回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム議事録 55頁 勝田忠広委員発

言 

「『さらなる信頼性向上を図るため』という、中長期的措置という考え方が入っているんです

が、ちょっとやっぱり個人的にまだちょっと理解できないところがあって、特に人から聞かれ

たとき、うまく答えられないというのがあるので。やっぱりこの議論を始めたきっかけとして

は、少なくとも現時点でできることは全てやろうという意思があったと思うんですね。」 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10953979/www.nsr.go.jp/data/000050423.pdf 

                                            

http://www.nsr.go.jp/data/000267846.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10953979/www.nsr.go.jp/data/000050423.pdf






















 

 

 

 

 

 

発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム 
 

第 13 回会合 
 

平成 25 年 1 月 31 日（木） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子力規制委員会 

 

 
 
 

（注：この議事録の発言内容については、発言者のチェックを受けたものではありません。） 



 1

第 13 回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム 
 

１．日 時  平成 25 年 1 月 31 日（木）13:30～17:00 
 
２．場 所  原子力規制委員会 13 階 会議室 A 
 
３．出席者 
原子力規制委員会 担当委員 

   更田豊志 原子力規制委員会委員 
外部専門家 

   勝田忠広 准教授、杉山智之 研究主幹、山本章夫 教授、渡邉憲夫 研究主席 
原子力規制庁 

   櫻田道夫 審議官、安井正也 緊急事態対策監、山形浩史 重大事故対策基準統括調整官 
   山田知穂技術 基盤課長、山本哲也 審議官 
（独）原子力安全基盤機構 

   梶本光廣 原子力システム安全部次長、平野雅司 総括参事 
   舟山京子 原子力システム安全部放射線・水化学グループリーダー 
 
４．議 題  

新安全基準骨子案について 
 
５．配布資料 

資料１    新安全基準（設計基準）骨子（案） －１月３１日改訂版－ 
  資料２    新安全基準（ＳＡ）骨子（案） －１月３１日改訂版－ 
  参考資料１  新安全基準（設計基準）骨子（案） －１月３１日改訂版－ 

（第 11 回資料２ 骨子（案）からの見え消し）   
参考資料２  新安全基準（ＳＡ）骨子（案） －１月３１日改訂版－ 

（第 11 回資料３ 骨子（案）からの見え消し） 
参考資料３  新安全基準骨子（案）における主な確認点と該当箇所 
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 ただ、既設の設備を強化して使えるようにしていくということ自体は、これは悪いことじゃなくて、

むしろ推奨すべきことであって、できるだけタフなシステムを用意しておくべきだと。タフなシステ

ムと柔軟性のあるシステムというのは、ちょっと違う意味なので、タフなシステムをどうやってつく

っていくかという考えをどこかにやっぱり残しておきたいというのが私の本音なんです。 

○梶本次長 

 この議論はあまりやっても仕方がないんだけど。ただ、一つだけ。私は、このシビアアクシデント

を直そうとか、こういう新しい安全基準を見ながら、要するに2002年度までには、これまで言ったア

クシデントマネジメント策というのを1回整理されたんですよね。だけど、この新しい基準案の中に

は、それのシステムの強化をだめだと言っているわけでもなし、それを有効に使いなさいということ

がだめだというのは一言も言っていなくて、それをもう全部含めた形で、ちゃんと全部トータルに見

てくださいということが骨子として主張されているんだと思います。 

 ですから、そういう意味では、渡邉さんが今言われていたことが、一部、この中に既に反映されて

いるというふうに捉えるべきじゃないかと。 

○更田委員 

 ちょっと、この件はここまでで。もう既に所定の時間を過ぎてしまいましたので、全体に関わるこ

とでコメントがあれば。 

 勝田先生、どうぞ。 

○勝田准教授 

 2点あります。 

 もしかしたら気にしているのは僕だけかもしれないんですが、「さらなる信頼性向上を図るため」

という、中長期的措置という考え方が入っているんですが、ちょっとやっぱり個人的にまだちょっと

理解できないところがあって、特に人から聞かれたとき、うまく答えられないというのがあるので。 

 やっぱりこの議論を始めたきっかけとしては、少なくとも現時点でできることは全てやろうという

意思があったと思うんですね。そこで、今日の話でも恒設の電源の話がちょっと出てきたんですが、

後でもいいというところ、入ってくる議論が出ていて、そこら辺がうまくどう定義づけているのか、

そこがよくわからなくて、そこをちょっとぜひ教えてください。 

○更田委員 

 これはあくまで私が仮に代表してお答えするみたいなものですけども、非常にざっくり言うと、今

回導入しようとしている、特にシビアアクシデント対策というのは、主に米国流とヨーロッパ流とい

う言い方をすると非常に大きな分け方ですけども、米国流のとり方をしているのは、可搬式設備を中

心とした柔軟な対応によって堅牢なシビアアクシデント対策をとろうとしている。一方で、ヨーロッ

パ流というのは、どちらかというと今私たちが検討している特定安全施設のようなやり方をとろうと

している。これに対して、今、私たちは双方を求めている形になっていて、そこで冗長である云々と

いう議論は当然あるんだろうと思っています。どちらのアプローチをとるというよりも、これは最初

の方針決定、意思決定のときの判断ではあるんですけども、米国式の可搬式な方式というのは、フレ

キシブルであるし、それから特に外的事象の頻度が高い日本みたいなところでは有効であろうという

ことで、まず、私たちが考えるレベルの安全水準を達成する上で、米国流のやり方で、可搬式の設備

でそれを達成しようと。 


